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                                     別紙１ 

業務仕様書 

 

１． 全ての業務に共通する事項 

① 業務の履行期間中における各年度の業務期間は以下のとおりとする。 

平成 29 年度 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

平成 30 年度 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

② 業務の実施に当たっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行わなけ

ればならない。特に火気の取扱いは十分な注意をもって行うものとする。 

③ 別添の企画書の内容は、全て履行しなければならない。 

④ 業務に従事する者は、所属と氏名を明らかにした名札を着用することにより、

そのことを明らかにしなければならない。 

⑤ 常時、対象施設（敷地、建物、設備及び備品を含む。以下、個別の対象施設も

含めて同じ。）に係る鍵を保管しなければならない。また、鍵を紛失した場合

は、電話等により直ちに中国四国地方環境事務所（以下、「地方事務所」とい

う。）が指示する環境省の担当者（以下、「環境省担当者」という。）に報告

し、環境省担当者の指示に従い適切に対応しなければならない。 

⑥ 対象施設について、別表のとおり点検及び清掃を行わなければならない。 

なお、各種作業の具体的な作業方法については、国土交通省大臣官房営繕部監

修「建築保全業務共通仕様書」の最新版に準じて行うものとする。 

⑦ 対象施設の異常を確認した場合は、対象施設の利用を停止する等の必要な対応

を取るとともに、速やかに環境省担当者に連絡しなければならない。 

⑧ 地球温暖化ガス排出削減を積極的に推進するため、光熱水の使用に当たっては

極力必要最小限に留め、利用者に対し協力の要請を行うものとする。 

⑨ 対象施設区域内において事件、事故、自然災害等（以下、「事故等」という。）

の発生を確認又は発生するおそれがあると判断した場合は、速やかに対象施設

の利用を停止し、対象施設区域内の者の避難誘導を適切に行うとともに、警察・

消防に通報し、環境省担当者に連絡しなければならない。この場合、２から４

までの業務より優先しなければならない。 

⑩ 大山隠岐国立公園大山蒜山地域内の対象施設区域外において、事故等の情報に

接した場合は、適切に対応するとともに、速やかに環境省担当者に連絡しなけ

ればならない。 

⑪ 通常時及び非常時の請負者内の連絡体制を確立し、地方事務所及び警察・消防

との連絡が可能な状態としなければならない。 

⑫ 地方事務所が施設の管理に必要な法定点検等を実施する場合は、これに立ち会

わなければならない。 

⑬ 業務に関係することについて地方事務所が協力を求めた場合は、可能な限りこ

れに対応しなければならない。 

⑭ 対象施設の異常について、地方事務所が行う修復等のための措置に協力しなけ
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ればならない。 

⑮ 業務の遂行に当たって必要な、対象施設の諸元、使用方法等（特に大山情報館

の備品である自動体外式除細動器（ＡＥＤ）。）に熟知しなければならない。 

⑯ 業務との関係を問わず、国立公園の利用者から国立公園に関する苦情を受けた

場合は、誠意を持って対応し、速やかに環境省担当者に連絡しなければならな

い。 

⑰ 対象施設について、請負者の責めに帰するべき不適切な管理及び使用による毀

損等が生じた場合は、請負者の責任において原状に回復しなければならない。 

⑱ 本業務について、巡視、清掃、点検、確認、来館者数、利用者数、民間事業者

が野営場において提供した物品等の情報は、業務日報、業務月報及び年間総括

報告書にて報告しなければならない。 

⑲ その他 

１）請負者は、本業務を終了し、引き続き業務の受託者となり得ない場合は、管理室

及び３階管理スペースを契約前の状態に戻さなければならない。 

なお、次期契約期間の民間事業者及び地方環境事務所との協議において、物品

等の継続使用による貸借契約等が締結された場合はこの限りではない。 

２）請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき

は、環境省担当者と速やかに協議し、その指示に従わなければならない。 

３）年間総括報告書の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平

成 28 年 2 月 2 日閣議決定。以下「基本方針」という。）の「印刷」の判断の

基準を満たすこととする。 

なお、裏表紙には、基本方針の「印刷」に係る判断基準のうち該当するリサ

イクル適性を明記するとともに、リサイクル適性を確認するための「資材確認

票」を提出すること。裏表紙への表示例は、以下の通りとする。 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます。 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判

断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］

のみを用いて作製しています。 

なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当者と協議の上、基本方

針（http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html）

を参考に適切な表示を行うこと。 

 

２．大山情報館管理運営業務 

（１）大山情報館（大山町が国有財産使用許可を受けて使用している部分を除く。以下同

じ。）の保守管理 

① 大山情報館（以下、「施設」という。）の開館時は、常時、大山の自然環境、

周辺の地理、歴史・文化に精通した職員を施設に１名以上を配置し、大山情報

館管理運営業務を行うものとする。 

② 施設の利用者用出入口（１階の２箇所の自動扉及び２階の自動扉。）について、
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開館時の解錠及び閉館時の施錠を速やかに実施しなければならない。また、そ

の他の扉及び窓についても、解錠及び施錠を適切に行わなければならない。 

③ 施設の開館時は、１階のバス待合（１）、バス待合（２）、更衣室及びトイレ、

２階の休憩室、ホール、授乳室及びトイレ並びに１階と２階とを連絡する階段

及びエレベーターを利用可能な状態としなければならない。 

④ 利用者が自由に利用可能な区域（施設外の敷地内を含む。）について、毎日２

回、それ以外の区域について、毎日１回、それぞれ目視による巡視を行い、施

設の損傷等の異常の有無を確認しなければならない。 

⑤ 施設の設備（自動扉、照明、空調、給排水、館内放送、情報提供等。）及び備

品について、開館時の運転・配置並びに閉館時の停止・収納を適切に行わなけ

ればならない。 

⑥ 請負者は、大山情報館(甲種防火対象物)の防火管理者として非常時の対応を含

め、消防法に規定されている「消防計画書作成届出書」「火元責任者指定表(大

山町が国有財産使用許可を受けて使用している部分の責任者を含む)」「自衛消

防組織図(消防隊長は地方事務所総務課長とする)」「防災教育・訓練計画書及

び報告書」を作成し、大山消防署長あて届け出なければならない。また、消火

訓練等の実施、館内防火体制の点検を行うものとする。(防火設備法定点検を除

く) 

なお、防火管理者選任及び解任届出書は地方事務所が作成して届出を行う。 

⑦ 積雪時は、必要な区域（別添「大山情報館除雪区域図１及び２」参照。）を必

要な程度の除雪を行わなければならない。 

⑧ 除雪に当たっては、立入禁止バリケードの設置、見張り員の配置等により十分

な安全確保を行わなければならない。 

 

（２） 国立公園の利用者に対する情報提供 

① 来館者に対して、大山隠岐国立公園大山蒜山地域を中心とした国立公園の情報

（周辺地域の動物、植物等の自然環境の情報並びに大山の登山道、野営場、駐

車場等の利用に必要な情報）、近隣の国指定中海鳥獣保護区、国指定宍道湖鳥

獣保護区等に関する情報等を提供しなければならない。 

② ①の実施のために必要な情報を請負者自ら毎日 1 回巡視を行い、収集、又は環

境省などの関係機関、自然公園指導員、大山ガイドクラブ、鳥取県自然観察指

導員等の協力の元に収集するものとする。 

③ 自然環境等情報の発信方法は、施設の利用者への対応及び掲示を基本とし、電

話、インターネット、郵便等を活用するものとする。ただし、電話、インター

ネット、郵便等に係る通信費は請負者の負担とする。 

④ 掲示する自然環境等の情報は、毎月末ごとに現状に内容を見直し、現状に合わ

せた更新を行うこと。特に、散策や登山ルートの詳細な状況については、②に

おいて収集した情報を基に、随時リアルタイムの更新を行うこと。なお、イン

ターネットによる情報発信についてもこれに準じること。 

（３） その他必要な作業 
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① 開館日は、来館者カウンターを使用して可能な限り利用者数を正確に記録しな

ければならない。 

② 第三者より、施設の特別な使用の申し出があった場合は、地方事務所指定の様

式において受付を行い、環境省担当者に通知しなければならない。 

③ 地方事務所が第三者に施設の使用を許可した場合、適正に使用されているかを

確認しなければならない。ただし、第三者の施設の使用に関して請負者はその

責任を負わない。 

④ 非常時に備え、大山町が国有財産使用許可を受けて使用している部分の管理者

と連絡が可能な状態としなければならない。 

 

３．野営場管理運営業務 

（１）豪円山野営場及び下山野営場（以下、「野営場」という。）の保守管理 

① 野営場の利用に支障が生じないよう敷地内の草刈りを実施しなければならな

い。なお、草刈りに当たっては、十分な安全確保を行わなければならない。 

② 野営場の開場期間中は、常時、野営場区域内又はその近隣（対象施設区域内を

含む。）に１名以上を配置し、野営場管理運営業務を行うものとする。 

③ 野営場の開場期間中は、毎日２回、野営場区域内を目視により巡視し、火気の

不始末、野営場施設の破損等の異常がないかを確認しなければならない。なお、

施設の異常を確認した場合は環境省担当者に連絡し、利用者に対し損壊施設の

利用停止を周知すること。また、蜂や危険木等の発生を確認した場合にも、環

境省担当者へ連絡し、危険区域の表示を行い対応すること。いずれの場合も、

費用の伴わない軽微な対応は請負者が行い、その他については、環境省が対応

する。 

④ 野営場の閉場期間中は、毎月１回、野営場区域内を目視により巡視し、野営場

の損傷等の異常がないかを確認しなければならない。なお、異常が確認された

場合、費用の伴わない軽微な対応は請負者が行い、その他については、環境省

が対応する。 

⑤ 野営場の設備（照明、給排水等。）について、開場期間中の運転及び閉場期間

中の停止を適切に行なわなければならない。なお、環境省担当者と連絡調整の

うえで、年５回、閉場期間における期間外使用となる利用団体の給水設備の開

栓、閉栓を行うこと。 

⑥ 各衛生設備は、冬季凍結破損防止のため水抜き、各水栓の取り外しを行い、そ

の後浄化設備又は下水道ポンプ設備を停止させ電気を止めるとともに、この作

業において各部材の点検を行い、故障及びパッキン等の交換の必要があるもの

については、記録し地方事務所に報告しなければならない。 

 

（２）野営場の運営 

① 野営場の利用に関する情報の明示、野営場の開場期間中の利用の受付等を適切

に行わなければならない。 

② 野営場の適正な利用が図られるよう利用者を指導するとともに、非常時に備え、
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請負者の連絡先を教示しなければならない。 

③ 野営場の利用に必要と考えられる物品（薪、インスタント食品、テント、等。）

を準備し、希望する利用者に可能な限り提供（貸し出しを含む。）するものと

する。請負者は、提供に当たって実費負担を求めることができる。なお、野外

活動の場である野営場は、夏季の不快害虫に対する注意喚起や対策が必要であ

るため、防虫剤等の物品も準備し、他の物品と同様に対応する。 

④ 下山野営場の管理棟は鳥取県が所有しているため、本施設の使用申請、使用料

の納付は請負者において行うものとする。 

 

（３）豪円山野営場管理棟の保守管理 

① 豪円山野営場の開設期間中は、豪円山野営場管理棟（以下、「管理棟」という。）

の保守管理を適切に行うこと。 

② 管理棟の利用者用出入り口について、解錠及び施錠を適切に行い、その他の扉

及び窓についても、解錠及び施錠を適切に行うこと。 

③ 利用者が自由に利用可能な区域について、毎日 1 回以上、それぞれ目視による

巡視を行い、施設の損傷等の異常がないかを確認すること。 

④ 管理棟の設備（照明、給排水等。）及び備品について、開設時の点検及び消灯・

備品等の配置並びに閉設時の停止・収納を適切に行うこと。 

 

（４） その他必要な作業 

① 利用者から利用（管理棟の維持等の運営に関する部分を含む。）に係る電気料

金、水道料金、廃棄物(利用者が排出したものに限る。)の回収及び処分に係る

経費、し尿(利用者が排出したものに限る。)の処分に係る経費並びにその他必

要な経費（利用者の実費負担の範囲に限る。）(以下、「利用料金」という)を

徴収し、利用者に代わって各事業者に支払うものとする。 

② なお、利用料金は、過年度の支払実績に応じて地方事務所と調整の上、請負者

が設定するものとする。 

③ 利用者数を可能な限り正確に記録するものとする。 

 

４．公衆便所等保守管理業務 

（１）下山公衆便所及び桝水高原公衆便所（以下、「公衆便所」という。）の保守管理 

① 公衆便所の開所期間中は、毎日２回、公衆便所を目視により巡視し、公衆便所

の損傷等の異常がないかを確認しなければならない。 

② 公衆便所の閉所期間中は、毎月１回、公衆便所を目視により巡視し、公衆便所

の損傷等の異常がないかを確認しなければならない。 

③ 公衆便所の設備（照明、給排水等）について、開所期間中の運転及び閉所期間

中の停止を適切に行わなければならない。 

 

（２）下山駐車場及び桝水高原並びに桝水高原園地（北部）駐車場（以下、「駐車場」と

いう。）の保守管理 
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① 駐車場の開場期間中は、毎日１回、駐車場を目視により巡視し、駐車場の損傷

等の異常がないかを確認しなければならない。 

② 駐車場の閉場期間中は、毎月１回、駐車場を目視により巡視し、駐車場の損傷

等の異常がないかを確認しなければならない。 

③ 桝水高原園地（北部）駐車場は、年 1 回、落葉期にグレーチングを外し、側溝

内のゴミを除去しなければならない。 

 

（３）桝水高原園地（北部）多目的広場（以下、「多目的広場」という。）の保守管理 

① 多目的広場の利用に支障が生じないよう、年 2 回（イベント等実施前）敷地内

の草刈りを実施しなければならない。なお、草刈りに当たっては、十分な安全

確保を行わなければならない。 

② 駐車場の開場期間中及び駐車場の閉場期間中に合わせ、多目的広場を目視によ

り巡視し、敷地内の損傷等の異常がないかを確認しなければならない。多目的

広場に敷設した芝生の養生を行うため、年５回（少雨期）に灌水を実施しなけ

ればならない。なお、灌水用の水については、散水車等により実施しなければ

ならない。 

 

（４）その他の必要な作業 

① 公衆便所の開所及び閉所並びに駐車場の開場及び閉場に関する情報について、

関係者への周知、公衆便所におけるサイン等において積極的に行うものとする。 

② 桝水高原駐車場に設置されたバリアフリー型歩道手摺りについて、冬期降雪前

に取り外し、損傷や部品の紛失がないように適切に保管・管理する。また、融

雪後は迅速に着実な取り付けを行うこと。 

③ 桝水及び下山駐車場において冬期の養生（ポール及び車両止めの設置）と春期

の開設（ポール及び車両止めの撤去）作業を実施すること。 
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別表         大山隠岐国立公園 大山寺及び桝水高原集団施設地区 

            公園施設管理及び情報提供業務数量表 

点検及び保守管理 

（作業区分 ） 
点検項目・清掃項目等 数量 単位 

作業周

期 

作業

回数 

 

 

 

 

【大山情報館点検保守】         
 

建築（定期点検） 
勾配屋根(屋根全体、雪止の状況、

たわみ、破損等の確認) 
235.00 ㎡ 1Y 2 

  外壁 640.00 ㎡ 1Y 2 

  バルコニー 214.00 ㎡ 1Y 2 

  バルコニー（手すり） 84.00 ｍ 1Y 2 

  建具扉及び枠 20.00 箇所 1Y 2 

  建具窓及び枠 177.00 ㎡ 1Y 2 

  建具可動部分 20.00 箇所 1Y 2 

電灯・動力設備（定期点検） 照明器具の点灯状態 469.36 ㎡ 1Ｍ 24 

  分電盤 1.00 面 1Ｍ 24 

  照明制御盤 1.00 面 1Ｍ 24 

  動力制御盤 1.00 面 1Ｍ 24 

  照明器具ランプ交換 8.00 本 1Ｙ 2 

太陽光発電設備（日常点検） 発電状況 1.00 組 1Ｄ 730 

外灯設備（日常・定期点検） 点灯状態の確認 1.00 基 1Ｄ 730 

  損傷、破損、さび等の確認 1.00 基 1Ｍ 24 

空気調和等関連機器（定期点

検） 
熱交換器 7.00 台 1Ｗ 103 

給排水衛生機器（定期・日常点

検） 
陸上ポンプ(逆止弁の機能確認) 1.00 台 1Ｍ 24 

  
陸上ポンプ(異常音、指示値等の確

認) 
1.00 台 1Ｗ 103 

  水中ポンプ(逆止弁の機能確認) 1.00 台 1Ｍ 24 

  
水中ポンプ(揚水機能、指示値等の

確認) 
1.00 台 1Ｗ 103 

  雑用汚水槽 1.00 台 1Ｍ 24 

  水質維持（飲料水等外観検査） 1.00 回 1Ｄ 730 

エレベーター（日常・定期点検） 昇降機操作盤の切替、移動記録 1.00 台 1Ｄ 730 

  保守点検 1.00 台 1Ｍ 24 

監視制御設備(日常点検) 装置機器等（融雪ヒーター） 1.00 組 冬季 240 

宿直作業 野営場開設期５０％ 1.00 人 臨時 60 

ペレットストーブ管理（日常点 清掃・運転 5.00 台 冬季 240 
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検） 

【大山情報館運営・防火管理】         
 

情報館運営業務（情報提供） 館内案内（日常） 274.00 日 １Ｄ 730 

防火管理業務 施設防火管理業務(日常) 274.00 日 １Ｄ 730 

【大山情報館清掃】         
 

大山情報館（日常床） 玄関ホール除塵及び部分水拭き 192.55 ㎡ 1Ｄ 730 

  ３階和室除塵及び部分水拭き 40.61 ㎡ 1Ｗ 103 

  
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ除塵及び部分水

拭き 
122.46 ㎡ 1Ｄ 

730 

  廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ除塵 122.46 ㎡ 1Ｄ 730 

  便所・洗面所除塵及び全面水拭き 7301 ㎡ 1Ｄ 730 

  エレベーター除塵及び部分水拭き 1.00 台 1Ｄ 730 

  階段除塵及び部分水拭き 27.05 ㎡ 1Ｄ 730 

大山情報館（日常床） 浴室・脱衣室・シャワールーム洗浄 13.78 ㎡ 1Ｗ 103 

大山情報館(日常床以外） 
玄関ホール除塵・部分拭き・ゴミ収

集等 
192.55 ㎡ 1Ｄ 730 

  ３階和室吸殻収集及びゴミ収集 40.61 ㎡ 1Ｗ 103 

  ３階和室什器・備品拭き 40.61 ㎡ 1Ｗ 103 

  ３階和室窓台の除塵及び拭き 40.61 ㎡ 1Ｗ 103 

  
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ吸殻収集及びゴ

ミ収集 
122.46 ㎡ 1Ｄ 

730 

  便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 7301 ㎡ 1Ｄ 730 

  エレベーター壁・扉・操作盤拭き等 1.00 台 1Ｄ 730 

  階段手摺り拭き 27.05 ㎡ 1Ｄ 730 

  階段窓台の除塵及び拭き 27.05 ㎡ 1Ｄ 730 

  
浴室・脱衣室・シャワールーム壁・洗

面台・鏡外清掃 
13.78 ㎡ 1Ｗ 103 

日常巡回清掃 玄関ホール床部分水拭き 192.55 ㎡ 1Ｄ 730 

  
玄関ホール吸殻収集・ゴミ収集・フロ

アマット除塵 
192.55 ㎡ 1Ｄ 

730 

  
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ吸殻収集・ゴミ

収集 
122.46 ㎡ 1Ｄ 

730 

  
便所及び洗面所床部分水拭き・洗

面台拭き等 
7301 ㎡ 1Ｄ 

730 

  
便所及び洗面所ゴミ収集・汚物収

集・消耗品補充 
7301 ㎡ 1Ｄ 

730 

  エレベーター床部分水拭き 1.00 台 1Ｄ 730 

大山情報館 (床の定期清掃) 

 

玄関ホール硬質床表面洗浄又は一

般洗浄 
192.55 ㎡ 1Ｍ 24 
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 ３階廊下弾性床表面洗浄 40.61 ㎡ 2Ｍ 12 

廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ硬質床表面洗

浄 
122.46 ㎡ 1Ｍ 

24 

  便所及び洗面所硬質床表面洗浄 7301 ㎡ 1Ｍ 24 

  階段硬質床表面洗浄 27.05 ㎡ 1Ｍ 24 

大山情報館(床以外の定期清

掃） 
照明器具管球・反射板拭き 27.00 個 1Ｙ 2 

  
照明器具管球・反射板拭き・カバー

拭き 
27.00 個 1Ｙ 2 

  
照明器具管球・反射板拭き（ﾀﾞｳﾝﾗｲ

ﾄ） 
98.00 個 1Ｙ 2 

大山情報館(ゴミ収集） ゴミ収集 469.36 ㎡ 1Ｄ 730 

大山情報館  定期清掃玄関周り 24.50 ㎡ 1Ｍ 24 

（建物外部の清掃） 日常清掃玄関周り 24.50 ㎡ 1Ｄ 730 

窓ガラス（定期清掃） 窓ガラス洗浄 177.00 ㎡ ２Ｍ 12 

【大山情報館除雪】         
 

除雪 ２階ベランダ外(除雪区域図参照) 694.00 ㎡ 適宜 100 

【大山情報館防雪壁設置・運

搬】 
        

 

防雪壁設置・運搬   1.00 式 1Y 2 

【公衆トイレ（駐車場）の清掃管

理】 

4/1～12/25 まで（下山、桝水） 

77 週（2017～2018） 
       

下山公衆トイレ（日常床） 便所・洗面所弾性床又は硬質床 47.25 ㎡ 5/Ｗ 377 

下山公衆トイレ（日常床以外） 便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 47.25 ㎡ 5/Ｗ 377 

下山公衆トイレ(駐車場) ゴミ収集 2,047.25 ㎡ １Ｗ 77 

下山公衆トイレ(駐車場) 施設巡回 2,047.25 ㎡ 5/Ｗ 377 

下山公衆トイレ(凍結防止措置) 凍結防止措置 1.00 回 2/Ｙ 4 

桝水高原公衆トイレ（日常床） 便所・洗面所弾性床又は硬質床 51.84 ㎡ 5/Ｗ 377 

桝水高原公衆トイレ（日常床以

外） 
便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 51.84 ㎡ 5/Ｗ 377 

桝水高原公衆トイレ(駐車場) ゴミ収集 5,051.84 ㎡ １Ｗ 77 

桝水高原公衆トイレ(駐車場) 施設巡回 5,051.84 ㎡ 5/Ｗ 377 

桝水高原公衆トイレ（北部園地

含む）(凍結防止措置) 

凍結防止措置 

 
1.00 回 2/Ｙ 4 

桝水高原園地（北部）公衆トイ

レ（日常床） 
便所・手洗い場弾性床又は硬質床 9.85 ㎡ 5/W 377 

桝水高原園地（北部）公衆トイ

レ（日常床以外） 

便所・手洗い場ゴミ収集・陶器洗浄

等 
9.85 ㎡ 5/W 377 
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桝水高原（北部）多目的広場 草刈 * 5,627.00 ㎡ 2/Y 4 

桝水高原園地（北部） 

公衆トイレ（駐車場） 
ゴミ収集 836.40 ㎡ 1W 77 

桝水高原園地（北部） 施設巡回 836.40 ㎡ 5/W 377 

公衆トイレ（駐車場） 冬期除雪対策 

（駐車場歩道手摺脱着） * 
１.00 箇所 2/Y 4 

桝水高原園地（北部）園路 ゴミ収集 216.80 ㎡ 1W 77 

桝水高原園地（北部）園路 施設巡回 216.80 ㎡ 5/W 377 

桝水高原園地（北部）ﾄｲﾚ前広

場 
ゴミ収集 132.50 ㎡ 1W 77 

桝水高原園地（北部）ﾄｲﾚ前広

場 
施設巡回 132.50 ㎡ 5/W 377 

【野営場管理・清掃】 開設期間 7～8 月       
 

下山野営場（開設・閉鎖）場内 巡回清掃 37,832.00 ㎡ 4/Ｙ 8 

下山野営場（開設・閉鎖） 

（日常床） 
便所・洗面所弾性床又は硬質床 286.94 ㎡ 4/Ｙ 8 

下山野営場（開設・閉鎖） 

（凍結防止） 
便所・洗面所凍結防止 1.00 回 2/Ｙ 4 

下山野営場（開設・閉鎖） 

（日常床以外） 
便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 286.94 ㎡ 4/Ｙ 8 

下山野営場（開設・閉鎖） ゴミ収集 38,118.94 ㎡ 4/Ｙ 8 

下山野営場（開設期間） 

（日常床） 
便所・洗面所弾性床又は硬質床 286.94 ㎡ 1Ｄ 124 

下山野営場（開設期間） 

（日常床以外） 
便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 286.94 ㎡ 1Ｄ 124 

下山野営場（開設期間） ゴミ収集 38,118.94 ㎡ 隔日 62 

豪円山野営場（開設・閉鎖）場

内 
巡回清掃 22,394.00 ㎡ 

4/Ｙ 
8 

豪円山野営場（開設・閉鎖） 

（日常床） 
便所・洗面所弾性床又は硬質床 329.39 ㎡ 

4/Ｙ 
8 

豪円山野営場（開設・閉鎖） 

（凍結防止） 
便所・洗面所凍結防止 1.00 回 2/Ｙ 4 

豪円山野営場（開設・閉鎖） 

（日常床以外） 
便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 329.39 ㎡ 

4/Ｙ 
8 

豪円山野営場（開設・閉鎖） ゴミ収集 22,723.39 ㎡ 4/Ｙ 8 

豪円山野営場（開設期間）（日

常床） 
便所・洗面所弾性床又は硬質床 329.39 ㎡ 1Ｄ 124 
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豪円山野営場（開設期間） 

（日常床以外） 
便所・洗面所ゴミ収集・陶器洗浄等 329.39 ㎡ 1Ｄ 124 

豪円山野営場（開設期間） ゴミ収集 22,723.39 ㎡ 隔日 62 

【豪円山野営場管理棟点検保

守】 
     

建築（定期点検） 
勾配屋根（屋根全体、雪止の状況、

たわみ、破損等の確認） 
244.05 ㎡ １Ｙ 2 

 玄関上部屋根 5.94 ㎡ １Ｙ 2 

 南側庇（金属葺庇） 8.93 ㎡ １Ｙ 2 

 外壁 220.17 ㎡ １Ｙ 2 

 建具扉及び枠 25.00 箇所 １Ｙ 2 

 建具窓面積 76.10 ㎡ １Ｙ 2 

 建具可動部分 25.00 箇所 １Ｙ 2 

電灯・動力設備（定期点検） 

照明器具の点灯状態 203.58 ㎡ １Ｍ 4 

分電盤 1.00 面 １Ｍ 4 

照明器具ランプ交換 3.00 本 １Ｙ 2 

【豪円山野営場管理棟清掃】      

豪円山野営場管理棟（日常床） 
玄関ポーチ、スロープ除塵及び部

分水拭き 
10.68 ㎡ 1Ｄ 124 

 
レクチャールーム兼展示休憩室除

塵及び部分水拭き 
67.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 
事務室兼貸出物品庫除塵及び部分

水拭き 
22.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 
管理人室（和室）除塵及び部分水

拭き 
11.60 ㎡ 1Ｄ 124 

 
廊下・洗濯乾燥室除塵及び部分水

拭き 
28.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 台所・脱衣室除塵及び部分水拭き 12.30 ㎡ 1Ｄ 124 

 便所・洗面所除塵及び全面水拭き 9.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 階段除塵及び部分水拭き 3.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 地階倉庫除塵及び部分水拭き 39.00 ㎡ 1Ｄ 124 

豪円山野営場管理棟(日常床

以外） 
玄関ポーチ、スロープゴミ収集等 10.68 ㎡ 1Ｄ 124 

 
レクチャールーム兼展示休憩室ゴ

ミ収集等 
67.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 事務室兼貸出物品庫ゴミ収集 22.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 事務室兼貸出物品庫備品拭き 22.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 管理人室（和室）清掃 11.60 ㎡ 1Ｄ 124 
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 廊下・洗濯乾燥室ゴミ収集等 28.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 
台所・脱衣室部分水拭き及びゴミ

収集等 
12.30 ㎡ 1Ｄ 124 

 便所・洗面所鏡面等全面水拭き 9.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 階段除塵及びゴミ収集等 3.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 地階倉庫除塵及びゴミ収集等 39.00 ㎡ 1Ｄ 124 

日常巡回清掃 
玄関ポーチ、スロープ床部分水拭

き 
10.68 ㎡ 1Ｄ 124 

 廊下・洗濯乾燥室ゴミ収集等 28.50 ㎡ 1Ｄ 124 

 
便所・洗面所汚物収集、備品補充

等 
9.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 階段除塵及びゴミ収集等 3.00 ㎡ 1Ｄ 124 

 地階倉庫除塵及びゴミ収集等 39.00 ㎡ 1Ｄ 124 

豪円山野営場管理棟 (床の定

期清掃) 

玄関ポーチ、スロープ床表面洗浄

又は一般洗浄 
10.68 ㎡ 1Ｍ 4 

 事務室兼貸出物品庫表面洗浄 22.50 ㎡ 1Ｍ 4 

 廊下・洗濯乾燥室床表面洗浄 28.50 ㎡ 1Ｍ 4 

 台所・脱衣室床表面洗浄 12.30 ㎡ 1Ｍ 4 

 便所・洗面所床表面洗浄 9.00 ㎡ 1Ｍ 4 

 階段床表面洗浄 3.00 ㎡ 1Ｍ 4 

豪円山野営場管理棟(床以外

の定期清掃） 

照明器具管球・反射板拭き・カバ

ー拭き 
61.00 個 1Y 2 

豪円山野営場管理棟(ゴミ収

集） 
ゴミ収集 203.58 ㎡ 1Ｄ 124 

豪円山野営場管理棟（建物外

部の清掃） 
定期清掃玄関周り 10.68 ㎡ 1Ｍ 4 

 日常清掃玄関周り 10.68 ㎡ 1Ｄ 124 

窓ガラス（定期清掃） 窓ガラス洗浄 36.48 ㎡ ２Ｍ 2 

各野営場敷地内草刈り 
豪円山・下山・桝水高原園地（北部）

多目的広場 
47,522.33 ㎡ 1Y 2 

【下山・桝水高原及び桝水高原

園地（北部）駐車場】 

4/1～12/25 まで（下山、桝水） 

77 週（2017～2018） 
      

 

駐車場巡回清掃 
 

  
2.00 時間 5/Ｗ 377 

冬期養生・春期開設 
ポールの設置・撤去（桝水のみ） 

車両止めの設置・撤去 
1 式 1Y 2 
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※用語の定義 

 日常清掃 ・・・・・・・・・１日単位の短い周期で日常的に行う清掃 
   

 定期清掃・・・・・・・・・週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃 
   

 巡回清掃・・・・・・・・・巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業 
  

 日常床・・・・・・・・・・・床の清掃 
    

 日常床以外・・・・・・・床以外の陶器、洗面所等の清掃 
    

  弾性床・・・・・・・・・・・ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう 

 硬質床・・・・・・・・・・・陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう 
 

  ※その他用語については「国土交通省建築保全業務共通仕様書」によること。 
 

    

  凡 例  

 

※ 

  

  
1D １日に１回行う 

  
１W １週間に１回行う 

  
５／W 1 週間に５回行う。 ※ 

  
２Ｍ 2 か月に１回行う。  

 

 

 

  
1Y 1 年に１回行う 

  
４／Y １年に４回行う 

  
２/Y １年に２回行う 

                                ※7 月 1日～2日は除く。 
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